
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
・
環
境
省
令
第
一
号

研
究
開
発
等
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
等
を
定
め
る
省
令

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十
二
条
並
び
に
第
十
三
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
究
開
発
等
に
係
る
遺

伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
研
究
開
発
等
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
（
千
九
百
八
十
六
年
七
月
十
六
日
の
工
業
、
農
業
及
び
環
境
で
組
換
え
体
を
利
用
す
る
際
の
安
全
性
の
考
察
に
関
す
る
経
済
協
力
開
発
機
構
理

事
会
勧
告
に
準
拠
し
て
審
査
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
る
物
の
商
業
化
又
は
実
用
化
に
向
け
た
使
用
等
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
及
び
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措

置
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
の
拡
散
防
止
措
置
の
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
研
究
開
発
等
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
　
研
究
開
発
等
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
の
う
ち
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
の
利
用
に
よ
り
得
ら
れ
た
核
酸
又
は
そ
の
複
製
物
（
以
下
「
組
換
え
核
酸
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
係
る
も
の
（
実
験
の
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管
及
び
運
搬
以
外
の
保

管
及
び
運
搬
を
除
く
。
）
を
い
う
。

二
　
微
生
物
使
用
実
験
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
う
ち
、
微
生
物
（
菌
界
に
属
す
る
生
物
（
き
の
こ
類
を
除
く
。
）
、
原
生
生
物
界
に
属
す
る
生
物
、
原
核
生
物
界
に
属
す
る
生
物
、
ウ
イ
ル
ス
及
び
ウ
イ
ロ
イ
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
係
る
も
の
（
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

三
　
大
量
培
養
実
験
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
う
ち
、
微
生
物
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
で
あ
っ
て
、
培
養
又
は
発
酵
の
用
に
供
す
る
設
備
（
設
備
の
総
容
量
が
二
十
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
培

養
設
備
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
も
の
を
い
う
。

四
　
動
物
使
用
実
験
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
う
ち
、
動
物
（
動
物
界
に
属
す
る
生
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
保
有
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
（
以
下
「
動

物
作
成
実
験
」
と
い
う
。
）
及
び
動
物
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
係
る
も
の
（
以
下
「
動
物
接
種
実
験
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

五
　
植
物
等
使
用
実
験
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
う
ち
、
植
物
（
植
物
界
に
属
す
る
生
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
保
有
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
（
以
下

「
植
物
作
成
実
験
」
と
い
う
。
）
、
き
の
こ
類
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
係
る
も
の
（
以
下
「
き
の
こ
作
成
実
験
」
と
い
う
。
）
及
び
植
物
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
係
る
も
の
（
以
下
「
植
物
接
種

実
験
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

六
　
細
胞
融
合
実
験
　
研
究
開
発
等
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
の
う
ち
、
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
の
利
用
に
よ
り
得
ら
れ
た
核
酸
又
は
そ
の
複
製
物
を
有
す
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
係

る
も
の
（
実
験
の
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管
及
び
運
搬
以
外
の
保
管
及
び
運
搬
を
除
く
。
）
を
い
う
。

七
　
宿
主
　
組
換
え
核
酸
が
移
入
さ
れ
る
生
物
を
い
う
。

八
　
ベ
ク
タ
ー
　
組
換
え
核
酸
の
う
ち
、
移
入
さ
れ
た
宿
主
内
で
当
該
組
換
え
核
酸
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。

九
　
供
与
核
酸
　
組
換
え
核
酸
の
う
ち
、
ベ
ク
タ
ー
以
外
の
も
の
を
い
う
。

十
　
核
酸
供
与
体
　
供
与
核
酸
が
由
来
す
る
生
物
（
ヒ
ト
を
含
む
。
）
を
い
う
。

十
一
　
実
験
分
類
　
宿
主
又
は
核
酸
供
与
体
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
分
類
で
あ
っ
て
、
遺
伝
子
組
換
え
実
験
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
を
生
物
多
様
性
影
響
が
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
拡
散
の
程
度
に
応
じ
て
定
め
る
際

に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

十
二
　
同
定
済
核
酸
　
供
与
核
酸
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ
　
遺
伝
子
の
塩
基
配
列
に
基
づ
き
、
当
該
供
与
核
酸
又
は

た
ん蛋

白
質
そ
の
他
の
当
該
供
与
核
酸
か
ら
の
生
成
物
の
機
能
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ
れ
る
も
の

ロ
　
当
該
供
与
核
酸
が
移
入
さ
れ
る
宿
主
と
同
一
の
分
類
学
上
の
種
に
属
す
る
生
物
の
核
酸
又
は
自
然
条
件
に
お
い
て
当
該
宿
主
の
属
す
る
分
類
学
上
の
種
と
の
間
で
核
酸
を
交
換
す
る
種
に
属
す
る
生
物
の
核
酸
（
当
該
宿
主
が

ウ
イ
ル
ス
又
は
ウ
イ
ロ
イ
ド
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

ハ
　
自
然
条
件
に
お
い
て
当
該
供
与
核
酸
が
移
入
さ
れ
る
宿
主
と
の
間
で
核
酸
を
交
換
す
る
ウ
イ
ル
ス
又
は
ウ
イ
ロ
イ
ド
の
核
酸
（
当
該
宿
主
が
ウ
イ
ル
ス
又
は
ウ
イ
ロ
イ
ド
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

十
三
　
認
定
宿
主
ベ
ク
タ
ー
系
　
特
殊
な
培
養
条
件
下
以
外
で
の
生
存
率
が
低
い
宿
主
と
当
該
宿
主
以
外
の
生
物
へ
の
伝
達
性
が
低
い
ベ
ク
タ
ー
と
の
組
合
せ
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
実
験
分
類
）

第
三
条
　
実
験
分
類
の
名
称
は
次
の
表
の
上
欄
に
、
各
実
験
分
類
に
属
す
る
宿
主
又
は
核
酸
供
与
体
は
同
表
の
下
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
ク
ラ
ス
１
微
生
物
、
き
の
こ
類
及
び
寄
生
虫
の
う
ち
、

ほ哺
乳
綱
及
び
鳥
綱
に
属
す
る
動
物
（
ヒ
ト
を
含
む
。
以
下
「
哺
乳
動
物
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
病
原
性
が
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
並
び

に
動
物
（
ヒ
ト
を
含
み
、
寄
生
虫
を
除
く
。
）
及
び
植
物

二
　
ク
ラ
ス
２
微
生
物
、
き
の
こ
類
及
び
寄
生
虫
の
う
ち
、
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
が
低
い
も
の
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の

三
　
ク
ラ
ス
３
微
生
物
及
び
き
の
こ
類
の
う
ち
、
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
が
高
く
、
か
つ
、
伝
播
性
が
低
い
も
の
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の

四
　
ク
ラ
ス
４
微
生
物
の
う
ち
、
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
が
高
く
、
か
つ
、
伝
播
性
が
高
い
も
の
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
遺
伝
子
組
換
え
実
験
に
係
る
拡
散
防
止
措
置
の
区
分
及
び
内
容
）

第
四
条
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
拡
散
防
止
措
置
の
区
分
及
び
内
容
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
微
生
物
使
用
実
験
　
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
拡
散
防
止
措
置
の
区
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
拡
散
防
止
措
置
の
内
容

1



二
　
大
量
培
養
実
験
　
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
拡
散
防
止
措
置
の
区
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
拡
散
防
止
措
置
の
内
容

三
　
動
物
使
用
実
験
　
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
拡
散
防
止
措
置
の
区
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
拡
散
防
止
措
置
の
内
容

四
　
植
物
等
使
用
実
験
　
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
拡
散
防
止
措
置
の
区
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
拡
散
防
止
措
置
の
内
容

（
遺
伝
子
組
換
え
実
験
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
）

第
五
条
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
（
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に

よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
環
境
省
令
第
一
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
号
、
第
二
号
及

び
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
並
び
に
虚
偽
の
情
報
の
提
供
を
受
け
て
い
た
た
め
に
、
第
二
種
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
を
執
ら
な
い
で
第
二
種
使
用
等
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

一
　
微
生
物
使
用
実
験
　
次
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ
　
次
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
以
外
の
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
宿
主
の
実
験
分
類
又
は
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
の
う
ち
、
実
験
分
類
の
名
称
中
の
数
の
い
ず
れ
か
小
さ
く
な
い
方
が
ク
ラ
ス
１
、

ク
ラ
ス
２
又
は
ク
ラ
ス
３
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
二
に
掲
げ
る
Ｐ
１
レ
ベ
ル
、
Ｐ
２
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
３
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
特
定
認
定
宿
主
ベ
ク
タ
ー
系
（
認
定
宿
主
ベ
ク
タ
ー
系
の
う
ち
、
特
殊
な
培
養
条
件
下
以
外
で
の
生
存
率
が
極
め
て
低
い
宿
主
と
当
該
宿
主
以
外
の
生
物
へ
の
伝
達
性
が
極
め
て
低
い
ベ
ク
タ
ー
と
の
組
合
せ
で
あ
っ
て
、
文

部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
ハ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
除
く
。
）
　
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
１
及
び
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別

表
第
二
に
掲
げ
る
Ｐ
１
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
し
、
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
３
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
Ｐ
２
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
供
与
核
酸
が
同
定
済
核
酸
で
あ
り
、
か
つ
、
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
及
び
伝
達
性
に
関
係
し
な
い
こ
と
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ
れ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
宿
主
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
１
又
は
ク
ラ
ス

２
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
二
に
掲
げ
る
Ｐ
１
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
２
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ニ
　
認
定
宿
主
ベ
ク
タ
ー
系
を
用
い
て
い
な
い
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
供
与
核
酸
が
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
又
は
伝
達
性
に
関
係
し
、
か
つ
、
そ
の
特
性
に
よ
り
宿
主
の
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
を
著

し
く
高
め
る
こ
と
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ
れ
る
も
の
　
宿
主
の
実
験
分
類
又
は
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
の
う
ち
、
実
験
分
類
の
名
称
中
の
数
の
い
ず
れ
か
小
さ
く
な
い
方
が
ク
ラ
ス
１
又
は
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
場
合

に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
二
に
掲
げ
る
Ｐ
２
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
３
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

二
　
大
量
培
養
実
験
　
次
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ
　
次
の
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
以
外
の
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
宿
主
の
実
験
分
類
又
は
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
の
う
ち
、
実
験
分
類
の
名
称
中
の
数
の
い
ず
れ
か
小
さ
く
な
い
方
が
ク
ラ
ス
１
又

は
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
三
に
掲
げ
る
Ｌ
Ｓ
１
レ
ベ
ル
又
は
Ｌ
Ｓ
２
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
ホ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
除
く
。
）
　
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
１
及
び
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
Ｌ
Ｓ
１
レ
ベ
ル
の
拡

散
防
止
措
置
と
し
、
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
３
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
Ｌ
Ｓ
２
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
ホ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
除
く
。
）
　
宿
主
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
１
又
は
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
三
に
掲
げ
る
Ｌ
Ｓ
１
レ
ベ
ル
又
は
Ｌ
Ｓ

２
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ニ
　
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
宿
主
の
実
験
分
類
及
び
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
１
で
あ
る
場
合
に
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
Ｌ
Ｓ
２
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ホ
　
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
別
表
第
三
に
掲
げ
る
Ｌ
Ｓ
Ｃ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

（１）
　
認
定
宿
主
ベ
ク
タ
ー
系
を
用
い
た
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
１
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
供
与
核
酸
が
同
定
済
核
酸
で
あ
り
、
か
つ
、
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
及
び
伝

達
性
に
関
係
し
な
い
こ
と
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ
れ
る
も
の

（２）
　
別
表
第
三
に
掲
げ
る
Ｌ
Ｓ
Ｃ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
を
執
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の

三
　
動
物
使
用
実
験
　
次
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ
　
次
の
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
以
外
の
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
動
物
作
成
実
験
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
あ
っ
て
は
宿
主
の
実
験
分
類
が
、
動
物
接
種
実
験
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等

（
動
物
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
宿
主
の
実
験
分
類
又
は
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
の
う
ち
実
験
分
類
の
名
称
中
の
数
の
い
ず
れ
か
小
さ
く
な
い
方
が
、
ク
ラ
ス
１
、
ク
ラ
ス
２
又
は
ク
ラ
ス
３
で

あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
四
に
掲
げ
る
Ｐ
１
Ａ
レ
ベ
ル
、
Ｐ
２
Ａ
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
３
Ａ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
ホ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
除
く
。
）
　
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
１
及
び
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
Ｐ
１
Ａ
レ
ベ
ル
の
拡

散
防
止
措
置
と
し
、
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
３
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
Ｐ
２
Ａ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
ホ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
除
く
。
）
　
宿
主
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
１
又
は
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
四
に
掲
げ
る
Ｐ
１
Ａ
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
２

Ａ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ニ
　
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
動
物
作
成
実
験
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
あ
っ
て
は
宿
主
の
実
験
分
類
が
、
動
物
接
種
実
験
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
動
物
に
保
有
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

。
）
に
あ
っ
て
は
宿
主
の
実
験
分
類
又
は
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
の
う
ち
実
験
分
類
の
名
称
中
の
数
の
い
ず
れ
か
小
さ
く
な
い
方
が
、
ク
ラ
ス
１
又
は
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
四
に
掲
げ
る
Ｐ
２
Ａ
レ
ベ

ル
又
は
Ｐ
３
Ａ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ホ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
別
表
第
四
に
掲
げ
る
特
定
飼
育
区
画
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

（１）
　
供
与
核
酸
が
同
定
済
核
酸
で
あ
り
、
か
つ
、
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
及
び
伝
達
性
に
関
係
し
な
い
こ
と
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ
れ
る
こ
と
。

（２）
　
供
与
核
酸
が
宿
主
の
染
色
体
の
核
酸
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
、
転
移
因
子
を
含
ま
な
い
こ
と
。

（３）
　
逃
亡
に
関
係
す
る
運
動
能
力
が
宿
主
と
比
較
し
て
増
大
し
な
い
こ
と
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ
れ
る
こ
と
。
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（４）
　
微
生
物
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
保
有
し
て
い
な
い
動
物
で
あ
る
こ
と
。

四
　
植
物
等
使
用
実
験
　
次
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ
　
次
の
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
以
外
の
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
植
物
作
成
実
験
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
あ
っ
て
は
宿
主
の
実
験
分
類
が
、
植
物
接
種
実
験
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等

（
植
物
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
き
の
こ
作
成
実
験
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
あ
っ
て
は
宿
主
の
実
験
分
類
又
は
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
の
う
ち
実
験
分
類
の
名
称
中
の
数
の
い
ず
れ
か
小
さ
く

な
い
方
が
、
ク
ラ
ス
１
、
ク
ラ
ス
２
又
は
ク
ラ
ス
３
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
五
に
掲
げ
る
Ｐ
１
Ｐ
レ
ベ
ル
、
Ｐ
２
Ｐ
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
３
Ｐ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
ホ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
除
く
。
）
　
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
１
及
び
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
表
第
五
に
掲
げ
る
Ｐ
１
Ｐ
レ
ベ
ル
の
拡

散
防
止
措
置
と
し
、
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
３
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
表
第
五
に
掲
げ
る
Ｐ
２
Ｐ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
ホ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
除
く
。
）
　
宿
主
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
１
又
は
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
五
に
掲
げ
る
Ｐ
１
Ｐ
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
２

Ｐ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ニ
　
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
植
物
作
成
実
験
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
あ
っ
て
は
宿
主
の
実
験
分
類
が
、
植
物
接
種
実
験
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
植
物
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
及
び
き
の
こ
作
成
実
験
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
あ
っ
て
は
宿
主
の
実
験
分
類
又
は
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
の
う
ち
実
験
分
類
の
名
称
中
の
数
の
い
ず
れ
か
小
さ
く
な
い
方
が
、
ク
ラ
ス
１
又
は
ク
ラ
ス
２
で

あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
五
に
掲
げ
る
Ｐ
２
Ｐ
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
３
Ｐ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

ホ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
　
別
表
第
五
に
掲
げ
る
特
定
網
室
の
拡
散
防
止
措
置
と
す
る
こ
と
。

（１）
　
供
与
核
酸
が
同
定
済
核
酸
で
あ
り
、
か
つ
、
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
及
び
伝
達
性
に
関
係
し
な
い
こ
と
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ
れ
る
こ
と
。

（２）
　
供
与
核
酸
が
宿
主
の
染
色
体
の
核
酸
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
、
転
移
因
子
を
含
ま
な
い
こ
と
。

（３）
　
花
粉
、
胞
子
及
び
種
子
（
以
下
「
花
粉
等
」
と
い
う
。
）
の
飛
散
性
並
び
に
交
雑
性
が
宿
主
と
比
較
し
て
増
大
し
な
い
こ
と
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ
れ
る
こ
と
。

（４）
　
微
生
物
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
保
有
し
て
い
な
い
植
物
で
あ
る
こ
と
。

（
保
管
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
）

第
六
条
　
研
究
開
発
等
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
の
う
ち
、
保
管
（
遺
伝
子
組
換
え
実
験
又
は
細
胞
融
合
実
験
の
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管
を
除
く
。
）
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
は
、
次
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
（
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
並
び
に
虚
偽
の
情
報
の
提
供
を
受
け
て
い
た
た
め
に
、
第
二
種
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
を
執
ら
な
い
で
第
二
種
使

用
等
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

一
　
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
漏
出
、
逃
亡
そ
の
他
拡
散
し
な
い
構
造
の
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
当
該
容
器
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
入
れ
た
容
器
は
、
所
定
の
場
所
に
保
管
す
る
も
の
と
し
、
保
管
場
所
が
冷
蔵
庫
そ
の
他
の
保
管
の
た
め
の
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
設
備
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等

を
保
管
し
て
い
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

（
運
搬
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
）

第
七
条
　
研
究
開
発
等
に
係
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
の
う
ち
、
運
搬
（
遺
伝
子
組
換
え
実
験
又
は
細
胞
融
合
実
験
の
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
を
除
く
。
）
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
は
、
次
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
（
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
並
び
に
虚
偽
の
情
報
の
提
供
を
受
け
て
い
た
た
め
に
、
第
二
種
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
を
執
ら
な
い
で
第
二
種
使

用
等
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

一
　
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
漏
出
、
逃
亡
そ
の
他
拡
散
し
な
い
構
造
の
容
器
に
入
れ
る
こ
と
。

二
　
当
該
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
遺
伝
子
組
換
え
実
験
又
は
細
胞
融
合
実
験
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
が
、
Ｐ
１
レ
ベ
ル
、
Ｐ
２
レ
ベ
ル
、
Ｌ
Ｓ
Ｃ
レ
ベ
ル
、
Ｌ
Ｓ
１
レ
ベ
ル
、
Ｐ
１
Ａ
レ
ベ
ル
、
Ｐ
２
Ａ
レ
ベ
ル
、

特
定
飼
育
区
画
、
Ｐ
１
Ｐ
レ
ベ
ル
、
Ｐ
２
Ｐ
レ
ベ
ル
及
び
特
定
網
室
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
規
定
す
る
措
置
に
加
え
、
前
号
に
規
定
す
る
容
器
を
、
通
常
の
運
搬
に
お
い
て
事
故
等
に
よ
り
当
該
容
器
が

破
損
し
た
と
し
て
も
当
該
容
器
内
の
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
漏
出
、
逃
亡
そ
の
他
拡
散
し
な
い
構
造
の
容
器
に
入
れ
る
こ
と
。

三
　

も
外
側
の
容
器
（
容
器
を
包
装
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
包
装
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
八
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
第
二
種
使
用
等
の
名
称

二
　
第
二
種
使
用
等
を
す
る
場
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
第
二
種
使
用
等
の
目
的
及
び
概
要

四
　
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
保
有
し
て
い
る
動
物
又
は
植
物
の
特
性
（
動
物
接
種
実
験
又
は
植
物
接
種
実
験
の
場
合
に
限
る
。
）

五
　
微
生
物
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
保
有
し
て
い
る
細
胞
等
（
動
物
及
び
植
物
以
外
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
特
性
（
微
生
物
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
保
有
し
て
い
る
細
胞
等
を
用
い

る
場
合
に
限
る
。
）

（
申
請
書
の
様
式
）

第
九
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
二
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
文
部
科
学
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
二
四
日
文
部
科
学
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

一
　
微
生
物
使
用
実
験
の
う
ち
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
係
る
も
の

イ
　
宿
主
又
は
核
酸
供
与
体
の
い
ず
れ
か
が
第
三
条
の
表
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
認
定
宿
主
ベ
ク
タ
ー
系
を
用
い
た
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
核
酸
供
与
体
が
ウ
イ

ル
ス
及
び
ウ
イ
ロ
イ
ド
以
外
の
生
物
（
ヒ
ト
を
含
む
。
）
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
供
与
核
酸
が
同
定
済
核
酸
で
あ
り
、
か
つ
、
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
及
び
伝
達
性
に
関
係
し
な
い
こ
と
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ

れ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
宿
主
の
実
験
分
類
又
は
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
の
い
ず
れ
か
が
ク
ラ
ス
４
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等

ハ
　
宿
主
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
３
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等

ニ
　
認
定
宿
主
ベ
ク
タ
ー
系
を
用
い
て
い
な
い
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
３
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
供
与
核
酸
が
同
定
済
核
酸
で
な
い
も
の
又
は
同
定
済
核
酸
で
あ
っ
て
哺
乳
動
物

等
に
対
す
る
病
原
性
若
し
く
は
伝
達
性
に
関
係
し
、
か
つ
、
そ
の
特
性
に
よ
り
宿
主
の
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
を
著
し
く
高
め
る
こ
と
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ
れ
る
も
の

ホ
　
宿
主
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
ウ
イ
ル
ス
又
は
ウ
イ
ロ
イ
ド
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
供
与
核
酸
が
薬
剤
耐
性
遺
伝
子
（
哺
乳
動
物
等
が
当
該
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
感
染
し

た
場
合
に
当
該
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
起
因
す
る
感
染
症
の
治
療
が
困
難
と
な
る
性
質
を
当
該
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
対
し
付
与
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
も
の

ヘ
　
自
立
的
な
増
殖
力
及
び
感
染
力
を
保
持
し
た
ウ
イ
ル
ス
又
は
ウ
イ
ロ
イ
ド
（
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
等
を
通
じ
て
増
殖
す
る
も
の

ト
　
供
与
核
酸
が
、
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
半
数
致
死
量
が
体
重
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
百
マ
イ
ク
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
蛋
白
性
毒
素
に
係
る
遺
伝
子
を
含
む
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
宿
主
が
大
腸
菌
で
あ
る
認
定
宿
主
ベ
ク

タ
ー
系
を
用
い
た
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
供
与
核
酸
が
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
半
数
致
死
量
が
体
重
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
百
ナ
ノ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
蛋
白
性
毒
素
に
係
る
遺
伝
子
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の

二
　
大
量
培
養
実
験
の
う
ち
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
係
る
も
の

イ
　
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等

ロ
　
認
定
宿
主
ベ
ク
タ
ー
系
を
用
い
て
い
な
い
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
宿
主
の
実
験
分
類
又
は
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
２
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
供
与
核
酸
が
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
又
は
伝
達

性
に
関
係
し
、
か
つ
、
そ
の
特
性
に
よ
り
宿
主
の
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
を
著
し
く
高
め
る
こ
と
が
科
学
的
知
見
に
照
ら
し
推
定
さ
れ
る
も
の

ハ
　
特
定
認
定
宿
主
ベ
ク
タ
ー
系
を
用
い
て
い
な
い
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
核
酸
供
与
体
の
実
験
分
類
が
ク
ラ
ス
３
で
あ
る
も
の
（
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ
　
第
五
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
等
に
お
い
て
別
表
第
三
に
掲
げ
る
Ｌ
Ｓ
Ｃ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
を
執
る
も
の

ホ
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の

三
　
動
物
使
用
実
験
の
う
ち
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
係
る
も
の

イ
　
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等

ロ
　
宿
主
が
動
物
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
供
与
核
酸
が
哺
乳
動
物
等
に
対
す
る
病
原
性
が
あ
る
微
生
物
の
感
染
を
引
き
起
こ
す
受
容
体
（
宿
主
と
同
一
の
分
類
学
上
の
種
に
属
す
る
生
物
が
有
し
て
い
な
い
も

の
に
限
る
。
）
を
宿
主
に
対
し
付
与
す
る
遺
伝
子
を
含
む
も
の

ハ
　
第
五
条
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
等
に
お
い
て
別
表
第
四
に
掲
げ
る
特
定
飼
育
区
画
の
拡
散
防
止
措
置
を
執
る
も
の

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の

四
　
植
物
等
使
用
実
験
の
う
ち
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
係
る
も
の

イ
　
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等

ロ
　
第
五
条
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
等
に
お
い
て
別
表
第
五
に
掲
げ
る
特
定
網
室
の
拡
散
防
止
措
置
を
執
る
も
の

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の

別
表
第
二
（
第
四
条
第
一
号
関
係
）

拡
散
防
止
措
置

の
区
分

拡
散
防
止
措
置
の
内
容

一
　
Ｐ
１
レ
ベ

ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
実
験
室
が
、
通
常
の
生
物
の
実
験
室
と
し
て
の
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
含
む
廃
棄
物
（
廃
液
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
の
前
に
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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（
２
）
　
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
付
着
し
た
設
備
、
機
器
及
び
器
具
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
又
は
再
使
用
（
あ
ら
か
じ
め
洗
浄
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
洗
浄
。
以
下
「
廃
棄
等
」
と
い
う
。
）
の
前
に
遺
伝
子
組

換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
３
）
　
実
験
台
に
つ
い
て
は
、
実
験
を
行
っ
た
日
に
お
け
る
実
験
の
終
了
後
、
及
び
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
付
着
し
た
と
き
は
直
ち
に
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
４
）
　
実
験
室
の
扉
に
つ
い
て
は
、
閉
じ
て
お
く
こ
と
（
実
験
室
に
出
入
り
す
る
と
き
を
除
く
。
）
。

（
５
）
　
実
験
室
の
窓
等
に
つ
い
て
は
、
昆
虫
等
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
、
閉
じ
て
お
く
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
６
）
　
す
べ
て
の
操
作
に
お
い
て
、
エ
ア
ロ
ゾ
ル
の
発
生
を

小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
。

（
７
）
　
実
験
室
以
外
の
場
所
で
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
そ
の
他
の
実
験
の
過
程
に
お
い
て
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
実
験
室
か
ら
持
ち
出
す
と
き
は
、
遺
伝
子

組
換
え
生
物
等
が
漏
出
そ
の
他
拡
散
し
な
い
構
造
の
容
器
に
入
れ
る
こ
と
。

（
８
）
　
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
取
り
扱
う
者
に
当
該
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
付
着
し
、
又
は
感
染
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
取
扱
い
後
に
お
け
る
手
洗
い
等
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

（
９
）
　
実
験
の
内
容
を
知
ら
な
い
者
が
、
み
だ
り
に
実
験
室
に
立
ち
入
ら
な
い
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
Ｐ
２
レ
ベ

ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（
１
）
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

（
２
）
　
実
験
室
に
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
エ
ア
ロ
ゾ
ル
が
生
じ
や
す
い
操
作
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

（
３
）
　
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
に
高
圧
滅
菌
器
を
用
い
る
場
合
に
は
、
実
験
室
の
あ
る
建
物
内
に
高
圧
滅
菌
器
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
前
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項

（
２
）
　
エ
ア
ロ
ゾ
ル
が
生
じ
や
す
い
操
作
を
す
る
と
き
は
、
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
当
該
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
実
験
を
行
っ
た
日
に
お
け
る
実
験
の
終
了
後
に
、

及
び
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
付
着
し
た
と
き
は
直
ち
に
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
３
）
　
実
験
室
の
入
口
及
び
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
実
験
の
過
程
に
お
い
て
保
管
す
る
設
備
（
以
下
「
保
管
設
備
」
と
い
う
。
）
に
、
「
Ｐ
２
レ
ベ
ル
実
験
中
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

（
４
）
　
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
が
Ｐ
１
レ
ベ
ル
、
Ｐ
１
Ａ
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
１
Ｐ
レ
ベ
ル
で
あ
る
実
験
を
同
じ
実
験
室
で
同
時
に
行
う
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
実
験
の
区
域
を
明
確
に
設
定
す
る
こ
と
、
又
は
そ
れ
ぞ
れ

Ｐ
２
レ
ベ
ル
、
Ｐ
２
Ａ
レ
ベ
ル
若
し
く
は
Ｐ
２
Ｐ
レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
を
執
る
こ
と
。

三
　
Ｐ
３
レ
ベ

ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（
１
）
　
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

（
２
）
　
実
験
室
の
出
入
口
に
前
室
（
自
動
的
に
閉
ま
る
構
造
の
扉
が
前
後
に
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
更
衣
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
広
さ
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
３
）
　
実
験
室
の
床
、
壁
及
び
天
井
の
表
面
に
つ
い
て
は
、
容
易
に
水
洗
及
び

く
ん燻

蒸
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（
４
）
　
実
験
室
又
は
実
験
区
画
（
実
験
室
及
び
前
室
か
ら
な
る
区
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
昆
虫
等
の
侵
入
を
防
ぎ
、
及
び
容
易
に
燻
蒸
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
密
閉
状
態
が
維
持
さ
れ
る
構

造
で
あ
る
こ
と
。

（
５
）
　
実
験
室
又
は
前
室
の
主
な
出
口
に
、
足
若
し
く
は
肘
で
又
は
自
動
で
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
洗
い
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
６
）
　
空
気
が
実
験
室
の
出
入
口
か
ら
実
験
室
の
内
側
へ
流
れ
て
い
く
た
め
の
給
排
気
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
７
）
　
排
気
設
備
に
つ
い
て
は
、
実
験
室
か
ら
の
排
気
（
ヘ
パ
フ
ィ
ル
タ
ー
で
ろ
過
さ
れ
た
排
気
（
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
か
ら
の
排
気
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
が
、
実
験
室
及
び
実
験
室
の
あ
る
建
物
内
の
他

の
部
屋
に
再
循
環
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
８
）
　
排
水
設
備
に
つ
い
て
は
、
実
験
室
か
ら
の
排
水
が
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
後
で
排
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
９
）
　
実
験
室
に
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
エ
ア
ロ
ゾ
ル
が
生
じ
得
る
操
作
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

（
１
０
）
　
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
設
け
る
場
合
に
は
、
検
査
、
ヘ
パ
フ
ィ
ル
タ
ー
の
交
換
及
び
燻
蒸
が
、
当
該
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
移
動
し
な
い
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
１
１
）
　
実
験
室
内
に
高
圧
滅
菌
器
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
１
２
）
　
真
空
吸
引
ポ
ン
プ
を
用
い
る
場
合
に
は
、
当
該
実
験
室
専
用
と
さ
れ
、
か
つ
、
消
毒
液
を
用
い
た
捕
捉
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
第
一
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
及
び
（
６
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
２
）
　
実
験
室
に
お
い
て
は
、
長
そ
で
で
前
の
開
か
な
い
作
業
衣
、
保
護
履
物
、
保
護
帽
、
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
（
以
下
「
作
業
衣
等
」
と
い
う
。
）
を
着
用
す
る
こ
と
。

（
３
）
　
作
業
衣
等
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
等
の
前
に
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
４
）
　
前
室
の
前
後
に
設
け
ら
れ
て
い
る
扉
に
つ
い
て
は
、
両
方
を
同
時
に
開
け
な
い
こ
と
。

（
５
）
　
エ
ア
ロ
ゾ
ル
が
生
じ
得
る
操
作
を
す
る
と
き
は
、
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
用
い
、
か
つ
、
実
験
室
に
出
入
り
を
し
な
い
こ
と
と
し
、
当
該
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
実
験
を
行
っ
た

日
に
お
け
る
実
験
の
終
了
後
に
、
及
び
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
付
着
し
た
と
き
は
直
ち
に
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
６
）
　
実
験
室
の
入
口
及
び
保
管
設
備
に
、
「
Ｐ
３
レ
ベ
ル
実
験
中
」
と
表
示
す
る
こ
と
。
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（
７
）
　
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
の
レ
ベ
ル
が
Ｐ
３
レ
ベ
ル
、
Ｐ
３
Ａ
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
３
Ｐ
レ
ベ
ル
よ
り
低
い
実
験
を
同
じ
実
験
室
で
同
時
に
行
う
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｐ
３
レ
ベ
ル
、
Ｐ
３
Ａ
レ
ベ
ル
又
は
Ｐ
３
Ｐ

レ
ベ
ル
の
拡
散
防
止
措
置
を
執
る
こ
と
。

別
表
第
三
（
第
四
条
第
二
号
関
係
）

拡
散
防
止
措
置

の
区
分

拡
散
防
止
措
置
の
内
容

一
　
Ｌ
Ｓ
Ｃ
レ

ベ
ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
実
験
区
域
（
遺
伝
子
組
換
え
実
験
を
実
施
す
る
区
域
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
区
域
と
明
確
に
区
別
で
き
る
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
一
号
ロ
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
６
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
実
験
室
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
区
域
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
　
実
験
区
域
に
、
「
Ｌ
Ｓ
Ｃ
レ
ベ
ル
大
量
培
養
実
験
中
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
Ｌ
Ｓ
１
レ

ベ
ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（
１
）
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

（
２
）
　
培
養
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
そ
の
外
部
へ
流
出
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
　
排
気
設
備
に
つ
い
て
は
、
培
養
設
備
等
か
ら
の
排
気
が
、
除
菌
用
フ
ィ
ル
タ
ー
又
は
そ
れ
と
同
等
の
除
菌
効
果
を
有
す
る
機
器
を
通
じ
て
排
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
前
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
事
項

（
２
）
　
培
養
設
備
等
に
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
植
菌
す
る
と
き
、
培
養
設
備
等
か
ら
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
試
料
用
と
し
て
採
取
す
る
と
き
、
及
び
培
養
設
備
等
か
ら
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
他
の
設
備
又
は
機

器
に
移
し
替
え
る
と
き
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
漏
出
そ
の
他
拡
散
し
な
い
構
造
の
容
器
に
入
れ
、
又
は
同
様
の
構
造
の
配
管
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
培
養
設
備
等
そ
の
他
の
設
備
及
び
機
器
、
当
該
容
器
の
外
壁

並
び
に
実
験
区
域
の
床
又
は
地
面
に
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
付
着
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
不
活
化
を
行
う
こ
と
。

（
３
）
　
実
験
区
域
及
び
保
管
設
備
に
、
「
Ｌ
Ｓ
１
レ
ベ
ル
大
量
培
養
実
験
中
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

三
　
Ｌ
Ｓ
２
レ

ベ
ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（
１
）
　
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

（
２
）
　
培
養
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
そ
の
外
部
に
流
出
さ
れ
ず
、
か
つ
、
閉
じ
た
ま
ま
で
そ
の
内
部
に
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
り
、
及
び
当
該
培
養
設
備
等
に
直
接
接
続
す
る
回
転
シ
ー
ル
、
配
管
弁
そ
の
他
の
部
品
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
そ
の
外
部
に
排
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
　
排
気
設
備
に
つ
い
て
は
、
培
養
設
備
等
か
ら
の
排
気
が
、
ヘ
パ
フ
ィ
ル
タ
ー
又
は
こ
れ
と
同
等
の
除
菌
効
果
を
有
す
る
機
器
を
通
じ
て
排
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
４
）
　
実
験
区
域
に
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
又
は
こ
れ
と
同
等
の
拡
散
防
止
の
機
能
を
有
す
る
装
置
（
以
下
「
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
等
」
と
い
う
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
エ
ア
ロ
ゾ
ル
が
生
じ
や

す
い
操
作
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

（
５
）
　
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
等
を
設
け
る
場
合
に
は
、
検
査
、
ヘ
パ
フ
ィ
ル
タ
ー
の
交
換
及
び
燻
蒸
が
、
当
該
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
等
を
移
動
し
な
い
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
６
）
　
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
に
高
圧
滅
菌
器
を
用
い
る
場
合
に
は
、
実
験
区
域
の
あ
る
建
物
内
に
高
圧
滅
菌
器
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
７
）
　
培
養
設
備
等
及
び
こ
れ
と
直
接
接
続
す
る
機
器
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
使
用
し
て
い
る
間
の
密
閉
の
程
度
を
監
視
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
第
一
号
ロ
（
１
）
及
び
前
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
事
項

（
２
）
　
エ
ア
ロ
ゾ
ル
が
生
じ
や
す
い
操
作
を
す
る
と
き
は
、
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
等
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
当
該
研
究
用
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
等
に
つ
い
て
は
、
実
験
を
行
っ
た
日
に
お
け
る
実
験
の
終
了
後

に
、
及
び
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
付
着
し
た
と
き
は
直
ち
に
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
３
）
　
培
養
設
備
等
及
び
こ
れ
と
直
接
接
続
す
る
機
器
等
を
使
用
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
密
閉
の
程
度
に
つ
い
て
、
常
時
、
監
視
装
置
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。

（
４
）
　
実
験
区
域
及
び
保
管
設
備
に
、
「
Ｌ
Ｓ
２
レ
ベ
ル
大
量
培
養
実
験
中
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
（
第
四
条
第
三
号
関
係
）

拡
散
防
止
措
置

の
区
分

拡
散
防
止
措
置
の
内
容

一
　
Ｐ
１
Ａ
レ

ベ
ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（
１
）
　
実
験
室
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
動
物
の
飼
育
室
と
し
て
の
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（
２
）
　
実
験
室
の
出
入
口
、
窓
そ
の
他
の
動
物
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
及
び
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
保
有
し
て
い
る
動
物
（
以
下
「
組
換
え
動
物
等
」
と
い
う
。
）
の
逃
亡
の
経
路
と
な
る
箇
所
に
、
当
該
組

換
え
動
物
等
の
習
性
に
応
じ
た
逃
亡
の
防
止
の
た
め
の
設
備
、
機
器
又
は
器
具
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
３
）
　
組
換
え
動
物
等
の
ふ
ん
尿
等
の
中
に
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
ふ
ん
尿
等
を
回
収
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
、
機
器
若
し
く
は
器
具
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
又
は
実
験
室
の
床

が
当
該
ふ
ん
尿
等
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
一
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
、
（
８
）
及
び
（
９
）
に
掲
げ
る
事
項
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（
２
）
　
実
験
室
以
外
の
場
所
で
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
不
活
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
そ
の
他
の
実
験
の
過
程
に
お
い
て
組
換
え
動
物
等
を
実
験
室
か
ら
持
ち
出
す
と
き
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生

物
等
が
逃
亡
そ
の
他
拡
散
し
な
い
構
造
の
容
器
に
入
れ
る
こ
と
。

（
３
）
　
組
換
え
動
物
等
を
、
移
入
し
た
組
換
え
核
酸
の
種
類
又
は
保
有
し
て
い
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
種
類
ご
と
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
４
）
　
実
験
室
の
入
口
に
、
「
組
換
え
動
物
等
飼
育
中
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
Ｐ
２
Ａ
レ

ベ
ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
二
号
イ
（
２
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
要
件

（
２
）
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
一
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
、
（
８
）
及
び
（
９
）
並
び
に
第
二
号
ロ
（
２
）
及
び
（
４
）
に
掲
げ
る
事
項

（
２
）
　
前
号
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
事
項

（
３
）
　
実
験
室
の
入
口
に
、
「
組
換
え
動
物
等
飼
育
中
（
Ｐ
２
）
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

三
　
Ｐ
３
Ａ
レ

ベ
ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
三
号
イ
（
２
）
か
ら
（
１
２
）
ま
で
に
掲
げ
る
要
件

（
２
）
　
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
一
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
、
（
６
）
、
（
８
）
及
び
（
９
）
並
び
に
第
三
号
ロ
（
２
）
か
ら
（
５
）
ま
で
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
事
項

（
２
）
　
第
一
号
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
事
項

（
３
）
　
実
験
室
の
入
口
に
、
「
組
換
え
動
物
等
飼
育
中
（
Ｐ
３
）
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

四
　
特
定
飼
育

区
画

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
組
換
え
動
物
等
を
飼
育
す
る
区
画
（
以
下
「
飼
育
区
画
」
と
い
う
。
）
は
、
組
換
え
動
物
等
の
習
性
に
応
じ
た
逃
亡
防
止
の
た
め
の
設
備
が
二
重
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
一
号
ロ
（
１
）
、
（
２
）
、
（
４
）
、
（
８
）
及
び
（
９
）
に
掲
げ
る
事
項
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
実
験
室
」
と
あ
る
の
は
「
飼
育
区
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
　
第
一
号
ロ
（
２
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
実
験
室
」
と
あ
る
の
は
「
飼
育
区
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
五
（
第
四
条
第
四
号
関
係
）

拡
散
防
止
措
置

の
区
分

拡
散
防
止
措
置
の
内
容

一
　
Ｐ
１
Ｐ
レ

ベ
ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（
１
）
　
実
験
室
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
植
物
の
栽
培
室
と
し
て
の
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（
２
）
　
排
気
設
備
に
つ
い
て
は
、
植
物
又
は
き
の
こ
類
で
あ
る
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
及
び
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
保
有
し
て
い
る
植
物
（
以
下
「
組
換
え
植
物
等
」
と
い
う
。
）
の
花
粉
等
が
飛
散
し
や
す
い
操
作

を
す
る
場
合
に
は
、
実
験
室
か
ら
の
排
気
中
に
含
ま
れ
る
当
該
組
換
え
植
物
等
の
花
粉
等
を

小
限
に
と
ど
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項

（
２
）
　
実
験
室
の
入
口
に
、
「
組
換
え
植
物
等
栽
培
中
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
Ｐ
２
Ｐ
レ

ベ
ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
二
号
イ
（
２
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
要
件

（
２
）
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
一
号
ロ
並
び
に
第
二
号
ロ
（
２
）
及
び
（
４
）
に
掲
げ
る
事
項

（
２
）
　
実
験
室
の
入
口
に
、
「
組
換
え
植
物
等
栽
培
中
（
Ｐ
２
）
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

三
　
Ｐ
３
Ｐ
レ

ベ
ル

イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
三
号
イ
（
２
）
か
ら
（
１
２
）
ま
で
に
掲
げ
る
要
件

（
２
）
　
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
一
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
及
び
（
６
）
か
ら
（
９
）
ま
で
並
び
に
第
三
号
ロ
（
２
）
か
ら
（
５
）
ま
で
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
事
項

（
２
）
　
実
験
室
の
入
口
に
、
「
組
換
え
植
物
等
栽
培
中
（
Ｐ
３
）
」
と
表
示
す
る
こ
と
。

四
　
特
定
網
室
イ
　
施
設
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。
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（
１
）
　
組
換
え
植
物
等
を
栽
培
す
る
施
設
（
以
下
「
網
室
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
外
部
か
ら
の
昆
虫
の
侵
入
を

小
限
に
と
ど
め
る
た
め
、
外
気
に
開
放
さ
れ
た
部
分
に
網
そ
の
他
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

（
２
）
　
屋
外
か
ら
網
室
に
直
接
出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
出
入
口
に
前
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
３
）
　
網
室
か
ら
の
排
水
中
に
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
排
水
を
回
収
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
、
機
器
又
は
器
具
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
又
は
網
室
の
床
又
は
地
面
が
当
該
排
水
を

回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
遺
伝
子
組
換
え
実
験
の
実
施
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
１
）
　
別
表
第
二
第
一
号
ロ
（
１
）
、
（
２
）
、
（
４
）
及
び
（
７
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
実
験
室
」
と
あ
る
の
は
「
網
室
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
　
組
換
え
植
物
等
の
花
粉
等
を
持
ち
出
す
昆
虫
の
防
除
を
行
う
こ
と
。

（
３
）
　
組
換
え
植
物
等
の
花
粉
等
が
飛
散
す
る
時
期
に
窓
を
閉
じ
て
お
く
こ
と
そ
の
他
の
組
換
え
植
物
等
の
花
粉
等
が
網
室
の
外
部
に
飛
散
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
（
組
換
え
植
物
等
の
花

粉
等
が
網
室
の
外
部
へ
飛
散
し
た
場
合
に
当
該
花
粉
等
が
交
配
し
な
い
と
き
、
又
は
発
芽
し
な
い
と
き
を
除
く
。
）

（
４
）
　
網
室
の
入
口
に
、
「
組
換
え
植
物
等
栽
培
中
」
と
表
示
す
る
こ
と
。
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別
記
様
式
（
第
９
条
関
係
）

別記様式(第9条関係) 

 ※整理番号   

第二種使用等拡散防止措置確認申請書 

年  月  日   

 文部科学大臣 殿 

氏名                   

申請者                      

住所                   

 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする間に執る拡散防止措置の確認を受けたいので、

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第13条第1項

の規定により、次のとおり申請します。 

第二種使用等の名称  

第二種使用等

をする場所 

名称  

所在地 郵便番号(      ) 

電話番号 

事
務
連
絡
先 

実験の管

理者 

所属機関の名称

及び職名 

 

氏名  

住所 郵便番号(      ) 

電話番号 

ファクシミリ番号 

電子メールアドレス 

その他の

連絡先 

所属機関の名称

及び職名 

 

氏名  

住所 郵便番号(      ) 

電話番号 

ファクシミリ番号 

電子メールアドレス 

第二種使用等

の目的及び概

要 

種類  1．微生物使用実験 

 2．大量培養実験 

 3．動物使用実験 

  (1) 動物作成実験 

  (2) 動物接種実験 

 4．植物等使用実験 

  (1) 植物作成実験 

  (2) 植物接種実験 

  (3) きのこ作成実験 
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   5．細胞融合実験 

目的  

概要  

確認を申請する

使用等 

 

遺伝子組

換え生物

等の特性 

核酸供与体の特性  

供与核酸の特性  

ベクター等の特性  

宿主等の特性  

遺伝子組換え生物等

の特性(宿主等との相

違を含む。) 

 

遺伝子組換え生物等を保有して

いる動物、植物又は細胞等の特性 

 

拡散防止

措置 

区分及び選択理由  

施設等の概要  

遺伝子組換え生物等

を不活化するための

措置 

 

その他  

〔備考〕 

1 申請者が法人の場合にあっては、「申請者の氏名」については、法人の名称及び代表者

の氏名を記載し、「申請者の住所」については、主たる事務所の所在地を記載すること。 

2 「第二種使用等の名称」については、当該第二種使用等の目的及び概要を簡潔に表す名

称を記載すること。 

3 「名称及び所在地」については、当該第二種使用等に用いるすべての実験室、実験区画、

実験区域、飼育区画及び網室についてそれぞれ記載すること。 

4 「実験の管理者」については、当該第二種使用等をする場所において当該第二種使用等

を直接管理する者について記載すること。 

5 「その他の連絡先」については、実験の管理者以外に事務連絡先がある場合に限り、当

該事務連絡先について記載すること。 

6 「種類」については、当該第二種使用等が該当するすべての項目を選ぶこと。 

7 「概要」については、当該第二種使用等に係るすべての遺伝子組換え生物等及び当該第

二種使用等をする間に執るすべての拡散防止措置の区分について、当該第二種使用等の過

程がわかるように記載すること。このほか当該第二種使用等をする間に執る拡散防止措置

の区分の中に特定飼育区画又は特定網室がある場合には、次に掲げる項目についても併せ

て記載すること。 

 (1) 当該第二種使用等に係る組換え動物等又は組換え植物等の系統数又は個体数 
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 (2) 当該第二種使用等に用いる飼育区画又は網室の面積 

 (3) 当該第二種使用等に係る組換え動物等の飼育又は当該第二種使用等に係る組換え植

物等の栽培の方法 

8 「確認を申請する使用等」については、当該第二種使用等が該当する別表第一の号番号

について記載すること(遺伝子組換え実験の場合に限る。)。 

9 「核酸供与体の特性」については、当該第二種使用等に係る遺伝子組換え生物等の核酸

供与体に関し、次に掲げる項目について記載すること(遺伝子組換え実験の場合に限る。)。

ただし、薬剤耐性遺伝子その他のマーカー遺伝子及び発現調節遺伝子(目的遺伝子に係る

ものを除く。)である供与核酸が由来する核酸供与体に関しては、次に掲げる項目につい

ての記載を省略することができる。 

 (1) 分類学上の位置及び実験分類 

 (2) 病原性、有害物質の産生性その他の特性 

10 「供与核酸の特性」については、当該第二種使用等に係る遺伝子組換え生物等の供与

核酸に関し、次に掲げる項目について記載すること(遺伝子組換え実験の場合に限る。)。

ただし、薬剤耐性遺伝子その他のマーカー遺伝子及び発現調節遺伝子(目的遺伝子に係る

ものを除く。)である供与核酸に関しては、次に掲げる項目についての記載を省略するこ

とができる。 

 (1) 種類(ゲノム核酸、相補的デオキシリボ核酸、合成核酸等)及び一般的名称 

 (2) 構成要素(目的遺伝子、発現調節遺伝子等)の機能、大きさ及び構成 

 (3) 塩基配列情報又は日本DNAデータバンク等の塩基配列データベースのアクセッショ

ンナンバー(供与核酸が同定済核酸である場合に限る。) 

11 「ベクター等の特性」については、当該第二種使用等に係る遺伝子組換え生物等のベ

クターに関し、次に掲げる項目について記載すること(遺伝子組換え実験の場合に限る。)。

このほか、薬剤耐性遺伝子その他のマーカー遺伝子の特性についても併せて記載すること。 

 (1) 名称、由来する生物の分類学上の位置及び実験分類 

 (2) 構成 

 (3) 伝達性及び宿主特異性 

12 「宿主等の特性」については、遺伝子組換え実験の場合には当該第二種使用等に係る

遺伝子組換え生物等の宿主に関し、細胞融合実験の場合には当該第二種使用等に係る遺伝

子組換え生物等の親生物(法第2条第2項第2号に掲げる技術の利用により得られた核酸又

はその複製物が由来する生物をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる項目について記載

すること。 

 (1) 分類学上の位置及び実験分類 

 (2) 自然環境における分布状況及び生息又は生育が可能な環境 

 (3) 繁殖又は増殖の様式 

 (4) 病原性、有害物質の産生性その他の特性 

 (5) 栄養要求性、薬剤耐性及び至適生育条件(微生物(ウイルス又はウイロイドであるも

のを除く。)である遺伝子組換え生物等の使用等をする場合に限る。) 

 (6) 12に掲げる項目(宿主がウイルス及びウイロイドである場合に限る)。 

13 「遺伝子組換え生物等の特性(宿主等との相違を含む。)」については、遺伝子組換え
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実験の場合にあっては当該第二種使用等に係る遺伝子組換え生物等の宿主と比べて、細胞

融合実験の場合にあっては当該第二種使用等に係る遺伝子組換え生物等の親生物と比べ

て、当該第二種使用等に係る遺伝子組換え生物等に新たに付与されることが予想される又

は付与された特性を記載すること。このほか、当該第二種使用等をする間に執る拡散防止

措置の区分の中に特定飼育区画又は特定網室がある場合には、当該第二種使用等に係る遺

伝子組換え生物等に関し、次に掲げる項目についても併せて記載すること。 

 (1) 組換え核酸の移入方法及び育成の経過(継代数を含む。) 

 (2) 供与核酸の存在状態及び供与核酸による形質の発現の安定性(遺伝子組換え実験の

場合に限る。) 

 (3) 繁殖又は増殖の様式 

 (4) 生育又は生存に対し、第二種使用等をする場所における気象条件によって受ける影

響 

 (5) 微生物である遺伝子組換え生物等の残存性及び当該遺伝子組換え生物等の他の生物

への伝播性(当該第二種使用等に係る植物である遺伝子組換え生物等の作成に微生物

である遺伝子組換え生物等を用いた場合に限る。) 

14 「遺伝子組換え生物等を保有している動物、植物又は細胞等の特性」については、13

の(1)から(4)までに掲げる項目のうち関係する項目を記載することに加え、当該第二種使

用等に係る遺伝子組換え生物等を保有していない動物、植物又は細胞等と比べて、当該第

二種使用等に係る遺伝子組換え生物等を保有している動物、植物又は細胞等に新たに付与

されることが予想される又は付与された形質について記載すること。 

15 「区分及び選択理由」については、原則として、別表第二、別表第三、別表第四又は

別表第五の上欄に掲げる拡散防止措置の区分のうち、当該第二種使用等をする間に執る拡

散防止措置の区分をすべて記載し、選択した理由をそれぞれ具体的に記載すること。 

16 「施設等の概要」については、選択した拡散防止措置に関し、次に掲げる項目につい

て記載すること。 

 (1) 主要な施設、設備及び機器の位置及び名称 

 (2) 培養設備等の総容量(大量培養実験の場合に限る。) 

 (3) 施設等の確認状況 

 (4) 実験室、実験区画、実験区域、飼育区画又は網室内において当該第二種使用等に関

係しない動物が飼育され、又は植物が栽培されている場合には、当該動物の飼育又は

植物の栽培の状況 

 (5) 第二種使用等をする場所の周辺における組換え植物等と交雑する植物の存在の有無

及び当該交雑を防止する措置(第二種使用等をする間に執る拡散防止措置の区分を特

定網室とする場合に限る。) 

17 「遺伝子組換え生物等を不活化するための措置」については、当該第二種使用等をす

る間に執る拡散防止措置に関し、当該第二種使用等に係る遺伝子組換え生物等を含む廃棄

物並びに当該第二種使用等に係る遺伝子組換え生物等が付着した機器及び器具について

の遺伝子組換え生物等を不活化するための措置並びにその有効性を記載すること。 

18 「その他」については、次に掲げる項目について記載すること。 

 (1) 第二種使用等の実施予定期間 
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 (2) 遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについて検討する委員会等の設置状況及び当該

委員会等の委員長の職名及び氏名等 

 (3) 動物を飼育する施設等の管理者による確認状況(動物使用実験の場合に限る。) 

 (4) 事故時等緊急時における対処方法(大量培養実験の場合に限る。) 

19 ※印の欄には、記載しないこと。 

20 この用紙は、日本産業規格A4のつづり込式とすること。 

21 様式中に書ききれないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙に記載することがで

きる。また、関連する文献がある場合には、様式中に「参考文献」と記載し、当該文献の

写しを添付する。 
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